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一日

現
在
の
支
那
は
何
と
云
つ
で
も
農
業
闘
で
あ
る
。
そ
れ
は
支
那
会
人
口
の
約
四
分
の
=
一
が
農
業
に
従
事
す
る
義
氏
で
あ
る
己
と
に

よ
っ
て
も
知
ら
れ
私
。
而
し
て
寅
業
部
中
央
農
業
費
験
所
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
全
農
民
の
う
ち
、
四
五
%
が
自
作
農
、
二
三
%
が
自

作
業
小
作
農
、
一
一
三
%
が
小
作
農
と
怠
っ
て
ゐ
る
か
か
(
民
囲
二
十
二
年
)
、
支
那
農
民
の
約
五
五
%
が
土
地
所
有
者
た
る
地
主
と
の
悶

K
何
等
か
の
形
で
小
作
閥
係
を
取
り
結
ん
で
ゐ
る
。
従
っ
て
、
己
の
事
貸
よ
り
す
る
も
小
作
制
度
な
る
も
の
が
支
那
農
業
機
構
の
中

心
的
、
最
重
要
の
問
題
の
一
を
な
す
己
と
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

支
那
円
一
品
作
制
度

第
五
十
巻

第

挽

四
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支
那
百
小
作
制
度

四

第

挽

第
五
十
巻

か
L
る
重
要
注
る
支
那
小
作
制
度
の
研
究
に
際
し
て
遭
遇
す
る
困
難
は
、
各
省
蛇
に
各
燃
に
於
て
さ
へ
も
見
ら
れ
る
小
作
闘
係
の

多
様
性
の
た
め
に
、
小
作
制
度
を
そ
の
多
様
性
に
於
て
具
轡
的
に
、
し
か
も
惜
系
的
に
把
握
す
る
己
と
の
困
難
で
あ
る
。
思
ム
に
支

那
は
地
理
上
湿
暖
熱
の
三
帯
に
亙
り
、
各
地
の
自
然
保
件

ω
差
別
は
勿
論
の
己
と
、
農
民
生
活
慣
習
上
の
差
異
も
著
し
〈
、
縫
っ
て

各
地
の
小
作
制
度
の
上
に
も
甚
だ
し
く
複
雑
な
る
差
異
を
惹
起
し
て
ゐ
る
己
と
は
、
恰
も
各
地
方
の
方
言
と
同
様
で
あ
る
。
更
に
支

那
に
於
て
は
前
資
本
主
義
的
な
る
土
地
所
有
倒
係
が
著
し
く
残
存
し
て
ゐ
る
た
め
、
そ
れ
に
基
い
て
各
省

K
は
夫
々
多
〈
の
偉
統
的

去
る
小
作
関
係
の
型
が
存
し
て
ゐ
ヲ
向
。
加
之
、
支
那
経
済
自
現
階
段
は
諸
問
広
明
白
封
建
的
生
産
闘
係
よ
り
近
代
の
資
本
主
義
的
生
産
開

係
に
入
ら
ん
と
す
る
過
渡
交
替
期
に
あ
る
た
め
、
各
地
の
農
村
経
済
設
展
程
度
に
も
著
し
い
懸
隔
が
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
事
情
が
、

支
郊
の
小
作
制
度
の
上
K
E反
映
し
て
、
そ
の
地
方
的
性
質
を
著
し
く
濃
厚
な
ら
し
め
て
ゐ
ふ
。

こ
の
支
那
各
地
に
於
け
る
農
村
経
済
護
展
程
度
白
差
異
は
、
小
作
制
度
の
諸
形
態
を
分
類
す
る
最
も
明
確
た
る
標
準
を
た
す
と
と

ろ
の
地
代
形
態
。
上
に
も
反
映
し
宅
、
極
め
♂
て
複
雑
た
る
姿
を
呈
し

τ
ゐ
る
。
帥
ゆ
り
封
建
的
支
配
関
係
の
濃
厚
左
晶
、
自
然
経
済
白

支
配
的
た
る
鹿
で
は
、

A
7
友
ほ
持
働
地
代
た
る
力
租
が
行
は
れ
て
ゐ
る
が
、
都
市
の
近
郊
ま
た
は
特
に
商
工
業
が
殻
展

L
て
貨
幣
絞

済
が
支
配
的
と
な
り
、
縫
っ
て
農
業
粧
替
も
著
し
〈
商
品
生
産
化
し
て
ゐ
る
地
域
で
は
貨
幣
地
代
た
る
銭
租
が
行
は
れ
て
居
り
、
雨

者
の
中
聞
の
庭
で
は
現
物
地
代
た
る
物
租
が
専
ら
支
配
的
と
な
点
、
或
は
定
額
地
代
た
る
定
租
、
或
は
介
益
地
代
売
る
分
組
、
或
は

代
金
納
地
代
売
る
折
租
の
形
態
を
と
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
現
在
の
支
那
で
行
は
れ
て
ゐ
る
小
作
制
度
の
諸
形
態
に
つ
い
て
、

般
K 

認
め
ら
れ
て
ゐ
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
う
「
現
在
で
は
定
額
の
物
租
と
分
租
と
が
依
然
と
し
て
地
代
の
支
配
的
形
式
で
あ
り
、
若
干
の
地

方
で
は
物
租
は
既
に
折
和
白
形
式
の
干
に
、
穀
物
を
市
債
に
よ
っ
て
換
算
し
、
金
銭
を
以
て
納
付
し
て
ゐ
る
が
、
と
れ
は
銭
租
に
ま

中園組静年揖J-(一九三四年)、博七章朝佃制度(G)ー頁
マヂヤール、井上限丸氏謀、支那農業組持論、二四七頁
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一
般
に
只
都
市
の
近
郊
、
若
く
ば
商
工
業
が
特
別
に
瑳
展
し
て
ゐ
る
地

方
に
行
は
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
若
干
の
地
方
に
は
寧
ゐ
依
然
と
し
て
力
租
白
残
痕
さ
へ
存
し
て
ゐ
か
」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。

る
過
渡
を
た
す
も
の
で
あ
る
。
純
粋
の
銭
租
に
至
つ
て
は
、

従
っ
て
此
の
小
論
で
は
、
支
那
の
小
作
(
佃
種
)
制
度
主
、
「
力
租
」
、
「
物
租
L

、
「
銭
租
」
の
三
基
本
形
態
に
分
ち
、
更
に
一
物
租
」
を

「
需
租
L

、
「
分
租
L

、
「
定
租
」
、
「
折
租
」
に
分
っ
て
、
そ
れ

A
¥の
本
質
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
へ
る
己
と
h
す
る
。

第

租

市j

カ

力
組
、
帥
ち
持
働
地
代
止
は
、
地
主
よ
り
農
地
を
貸
興
せ
ら
れ
る
劃
償
'
と
し
て
、
小
作
人
が
共
の
第
働
力
の
一
部
分
を
地
主
の
仕

事
の
矯
め
に
、
直
接
割
く
と
E
ろ
の
小
作
形
態
で
あ
っ
て
、
己
の
揚
合
、
通
例
、
小
作
人
は
一
園
地
主
よ
り
貸
興
せ
ら
れ
た
農
地
を

耕
作
す
る
乙
止
に
上
司
一
て
共
の
生
活
資
料
を
獲
得
す
る
と
共
に
、
他
国
地
主
自
身
の
粧
品
百
す
る
耕
地
の
上
で
無
償
で
働
昔
、
従
っ
て

小
作
人
は
直
接
そ
白
勢
働
力
を
似
て
地
代
に
充
首
し
、
外
に
小
作
料
を
納
め
た
い
制
度
で
あ
る
。

こ
の
種
の
純
粋
の
カ
租
は
、
現
花
の
支
那
で
も
飴
り
見
蛍
ら
な
い
。
己
の
結
に
闘
し
陳
圧
諜
氏
も
「
各
省
の
小
作
農
が
専
ら
持
力

そ
以
て
地
代
に
定
賞
す
る
も
の
は
極
め
て
少
友
一
い
」
と
前
提
し
つ
弘
、
カ
租
の
一
種
と
宥
倣
す
べ
き
も
の
、
北
山
〈
ぽ
力
租
の
名
残
り

ム
」
見
る
J

べ
き
も
の
と
し
て
左
の
三
種
を
事
げ
て
ゐ
る
。

山
川
第
一
は
一
種
目
長
期
雇
農
白
如
き
も
の
で
、
そ
れ
は
雇
主
よ
り
勢
貨
を
受
取
る
と
と
な
〈
、
寧
に
雇
主
よ
り
若
干
の
耕
地
を
貸
興
さ
れ
て
耕
作
L
、

そ
の
牧
穫
を
労
賃
白
代
切
に
自
己
の
所
宥
と
す
る
も
の
を
あ
否
。
こ
の
方
法
は
安
徴
、
断
江
、
幅
建
、
農
東
、
江
西
の
各
省
以
件
の
省
に
も
行
は
れ
て
ゐ

る
。
江
蘇
省
銀
紅
聴
で
は
小
作
人
が
一
畝
の
耕
地
を
貸
興
さ
れ
る
ム
」
き
は
、
地
主
の
た
め
に
八
日
働
(
ベ
き
も
の
と
す
否
。
但
し
と
の
場
合
、
貸
興
せ
ら

れ
る
耕
地
面
積
に
は
一
定
白
限
度
が
あ
り
、
常
に
小
作
人
の
耕
作
能
力
に
較
べ
て
遁
に
小
面
積
し
か
貸
奥
さ
れ
な
い
。
陳
正
諜
民
は
之
を
以
C
力
租
よ
り

支
部
白
小
作
制
度

第
五
十
巻

凹
= 

第

雄

6) 1.思和法編、中園農村純済論、二五九頁
7) 陳正謀、中岡各省的地租、ーO頁



支
那
白
小
作
制
度

解
五
十
巻

四
回

害

規

Il'! 

物
租
に
輔
副
障
す
る
過
渡
的
存
在
噛
昔
り
と
し
て
ゐ
る
。

、.‘.• 
、

、

問
小
作
契
約
を
以
て
小
作
人
が
一
年
目
今
ち
若
干
目
、
地
主
の
た
め
無
償
で
努
働
ナ
ベ
き
旨
を
斌
定
ナ
る
も
の
が
少
数
あ
る
。
例
へ
ば
山
東
省
諸
城
師
腕

で
は
一
年
に
畢
畝
二
目
、
山
西
省
鹿
鵬
で
は
一
年
に
十
日
或
は
宇
丹
、
地
主
白
た
品
に
無
報
償
で
勢
働
す
く
〈
、
ぎ
た
貴
州
省
定
番
勝
白
小
作
人
は
毎
年

十
幾
日
或
は
二
十
日
無
償
の
勢
働
を
な
ナ
ベ
〈
、

ζ

白
規
定
回
数
是
超
過
す
る
と
き
は
一
定
の
勢
貨
の
支
給
を
受
け
る
。

山
門
小
作
人
は
毎
年
品

f
地
主
目
た
品
無
償
勢
働
に
服
す
べ
き
も
白
と
す
る
が
、
そ
の
日
教
を
規
定
し
な
い
地
方
針
比
較
的
多
い
。
例
~
ば
河
北
、
河
南
、

山
束
、
山
西
山
各
省
で
は
、
定
徹
の
物
租
又
は
銭
租
を
納
付
す
る
小
作
人
を
「
租
戸
」
ー
と
呼
世
、
分
租
小
作
人
を
「
佃
戸
」
と
呼
ぶ
。
租
戸
に
は
力
租
が
な
い

師
、
佃
戸
に
は
総
て
力
租
を
伴
ふ
。
而
じ
て
地
主
が
小
作
人
を
使
用
す
る
際
に
は
食
事
を
供
す
る
白
み
で
勢
賃
を
支
排
は
な
い
。
河
南
省
南
召
牒
で
は
地
主

は
必
要
の
際
に
は
小
作
人
を
無
償
で
使
役
す
る
。
営
地
で
は
立
を
「
値
官
」
と
呼
ぶ
。
江
蘇
省
削
腸
牒
で
も
農
繁
期
に
一
一
、
=
一
日
小
作
人
は
地
主
の
た
め
無

償
努
働
に
服
ナ
る
。
常
抽
で
は
之
を
「
掌
荘
差
」
と
呼
点
。

中
園
経
済
年
鑑
で
は
、
ヵ
租
は
之
を

ω強
制
的
性
質
を
州
市
ぴ
る
力
租
、
印
ち
身
分
、
体
統
、
債
務
等
の
束
縛
を
受
け
、
之
よ
り
股

却
す
る
方
法
の
な
い
力
租
と
、

ω契
約
的
性
質
を
帯
び
る
力
租
、
郎
ち
一
一
種
の
弊
役
閲
係
に
し
て
定
期
或
は
不
定
期
の
暫
時
的
契
約

に
恭
〈
も
の
と
忙
分
っ
て
、
検
討
し
て
ゐ
る
ロ

m円
前
者
白
例
と
し
て
は
、
貴
州
省
で
は
土
司
は
小
作
人
に
封

L
て
恰
も
其
の
家
奴
に
謝
す
る
如
〈
援
舞
ふ
。
土
可
が
小
河
白
血
き
娯
柴
地
を
開
設
す
る

場
合
に
は
、
小
作
人
は
無
傑
件
で
工
事
に
従
事

L
、
理
工
の
際
に
は
贈
物

E
L
て
慶
賀
白
意
を
表
す
べ
き
で
お
る
。
ま
た
雲
南
省
の
甫
部
で
は
、
小
作
人

忙
し
て
地
主
U

貸
借
に
束
縛
さ
札
て
ゐ
な
い
も
白
は
一
人
も
な
い
。
小
作
人
は
軽
執
壮
麗
を
得
て
、
小
作
料
を
納
品
、
負
債
を
返
せ
ば
刺
す
と
こ
ろ
な

t

十
月
か
ら
主
た
地
主
よ
り
糧
食
を
借
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
〈
し
て
有
も
残
哨
を
延
ば
す
な
ら
ば
、
地
主
に
謝

L
て
無
報
酬
の
接
投
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
一

な
い
。

‘
.
、
、
‘
... 
、

間
後
者
D
例
と
し
て
は
、
山
東
省
の
臨
清
牒
一
帯
で
は
、
小
作
人
は
農
閑
期
民
於
て
、
男
子
は
地
主
白
た
め
貨
物
の
運
描
に
従
事

l
、
女
子
は
地
主
hv

た
め
焼
飯
、
洗
衣
、
掃
地
、
小
見
白
看
護
、
牛
馬
の
飼
養
に
常
ら
ね
ば
な
ら
向
。
地
主
は
小
作
人
に
一
一
一
食
を
俳
す
る
の
件
、
勢
貨
を
奥
へ
な
い
。
営
地
で

ほ
と
由
勢
役
を
「
釘
裏
工
」
と
呼
ぶ
。
暗
主
に
し
て
斯
か
る
勢
役
を
電
れ
ん
と
す
れ
ば
、
毎
年
一
、
一
一
元
白
金
銭
を
地
主
に
納
付
ナ
ベ
き
も
白
と
す
。
之
を

「
包
裏
工
L
と
い
ふ
。
ま
た
河
南
省
で
も
小
作
農
家
は
其
り
能
力
に
臆
ピ
農
閑
期
に
地
主
に
封

L
勢
役
に
服
す
べ
き
で
あ
る
。
或
は
輔
を
荷
ひ
、
或
は
車
を

同替、一0頁一三頁8) 



牽
き
、
或
唱
炊
事
に
首
る
等
、
地
主
は
小
作
人
を
見
る
こ
と
恰
も
傭
僕
の
釦
〈
で
る
る
が
、
小
作
人
は
其
白
小
作
穫
を
保
た
ん
'
と
す
れ
ば
之
を
忍
従
せ
ざ

る
を
得
な
J
V

。

師

、

、

、

、

、

山
間
限
工
償
制
を
以
ナ
一
力
租

ω
一
精
と
注
寸
論
者
も
あ
る
。
而
し
て
江
蘇
省
賓
山
一
服
各
郷

ω「
脚
色
制
」
を
以
て
共
の
代
表
的
の
も
の

'
と
す
る
。

こ
の
「
脚
色
制
」
目
下
に
於
て
は
、
地
主
主
富
良
正
は
誼
常
雇
人
を
周
ゐ

f
、
少
数
の
農
田
を
小
作
人
に
貸
奥
ず
る
。
小
作
人
は
、
そ
の
農
回
を
耕
作
す

る
と
共
に
他
両
地
主
自
身
の
鯉
替
す
る
耕
地
白
上
で
働
き
、
外
に
小
作
料
を
納
め
な
い
。
小
作
人
た

6
「
脚
色
が
地
主
た
あ
「
東
家
し
の
た
め
に
努
役
す
べ

き
日
敷
は
各
地
一
律
で
な
〈
、
月
浦
北
部
で
は
「
脚
色
同
」
一
畝
に
つ
き
一
一
『
十
日
乃
至
四
十
日
と
定
め
ら
れ
、
鹿
橋
郵
白
川
抄
銀
-
帯
で
は
六
十
日
と
さ
れ

全
た
回
鴨
居
。
北
部
で
は
「
脚
色
』
が
一
一
一
献
を
借
地
す
る
と
年
中
地
主
の
錆
に
働
か
ね
ば
な
ら
た
い
。
ま
た
毎
畝
五
十
日
乃
至
六
十
日
左
定
品
て
ゐ
る
も
の
も

あ
る
。
「
脚
色
」
が
「
京
家
」
の
た
品
に
働
〈
と
き
は
、
多
〈
は
地
主
白
用
意
ナ
る
農
具
を
用
品
る
が
、
地
主
中
に
は
大
農
具
の
み
を
備
へ
、
小
農
貝
は
小

作
人
に
携
帯
せ
し
め
る
も
の
も
あ
引
。
強
益
岡
氏
に
よ
れ
ば
、
「
脚
色
田
」
白
小
作
人
部
地
主
に
服
す
べ
き
勢
役
は
、
仰
勢
働
の
積
類
を
以
て
標
準
と
す
る

も
由
、
即
ち
ニ
畝
乃
至
三
畝
白
「
脚
色
回
」
を
借
れ
ば
、
地
主
の
耕
地
で
施
肥
、
時
草
、
収
穫
等
の
農
事
を
請
負
ふ
も
白
と
、
間
接
働
日
教
を
標
準
と
す
る

も
の
、
即
ち
毎
畝
二
十
五
日
乃
至
三
十
日
白
勢
役
を
な
す
も
白
去
が
あ
る
勺

更
に
天
野
一
五
之
助
民
は
力
租
事
例
と
し
で
、

mw
封
建
的
時
間
体
の
捜
尽
な
る
西
南
僻
地
の
力
租
形
態
、
同
勢
働
提
供
E
伴
ふ
小
作
事
例
、
即
ち
箔
役
勢
働

を
も
っ
て
支
柿
は
れ
る
地
代
目
残
伴
形
態
、
問
地
主
よ
り
の
高
利
負
債
の
た
品
、
農
民
が
負
債
農
奴
に
陥
っ
て
雇
役
努
働
に
服
す
る
事
例
等
を
事
げ
て
ゐ

る。
斯
〈
の
如
く
現
在
の
支
那
で
は
、

ω勢
働
地
代
白
一
種
と
も
宥
倣
す
べ
き
力
租
、

ω抽
買
働
地
代
の
残
津
形
態
た
る
弊
働
提
供
を
伴

ふ
小
作
事
例
は
各
所
忙
存
在
し
て
ゐ
る
が
、
純
粋
白
労
働
地
代
た
る
力
租
の
事
例
は
見
蛍
ら
在
い
。
山
一
種
の
力
租
と
宥
倣
す
べ
き

も
の
B

と
し
て
は
、
上
油
の
「
脚
色
制
」
が
事
げ
ら
れ
る
が
、
己
の
場
合
に
於
て
も
小
作
人
た
る
寸
脚
色
」
白
耕
作
す
る
小
作
地
は
、
全
部

寸
脚
色
田
」
た
る
も
の
?
は
及
い
。
例
へ
ば
江
蘇
省
賓
山
勝
目
雑
庄
の
調
査
が
は
、
「
脚
色
」
農
家
三
十
六
戸
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
そ
の
総

支
部
白
小
作
制
度

第
五
十
巻

四
五

傍

観

五

9) 中岡鯉済平鑑上(一九三四年.)(G)九頁一一O頁
~o) I司書一一頁、張盆閥、江蘇的土地分配和租佃制度(中岡農村、第一巻第八期)

六五頁
u) 中園檀済年鑑上(一九云四年)(G)一六七頁
口)長盆問、上掲論文、六五頁一六六頁



宜
那
P
小
作
制
度

第
五
十
巻

四
六

策

輔

六

討
の
「
脚
色
同
」
が
七
十
七
畝
で
あ
る
に
封
し
、
金
納
小
作
地
が
八
十
七
畝
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
「
脚
色
罷
家
は
純
粋
の
勢
働
地
代

の
み
を
納
め
る
農
家
で
は
左
い
。
併
し
己
の
「
脚
色
回
」
陀
闘
す
る
隈
り
で
は
、
そ
れ
は
形
式
的
に
は
力
租
で
あ
る
が
、
賞
質
的
に
は

隷
農
的
定
腫
白
持
働
報
酬
が
一
定
の
耕
地
供
奥
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
一
種
の
労
働
契
約
制
と
も
見
る
ペ
昔
も
の
で
あ
る
か
ら
、
認

で
は
力
租
に
準
宇
べ
き
も
白
と
し
て
取
扱
ふ
た
。

ω第
二
の
舞
働
提
供
を
仲
ム
小
作
事
例
に
つ
い
て
見
る
も
、
小
作
料
は
物
租
と
し

で
納
め
ら
れ
る
外
に
、
弊
働
提
供
を
件
ふ
も
の
で
あ
る
か
ら
純
粋
の
力
租
℃
は
左
い
。
ま
た
西
商
法
僻
農
村
で
は
、
小
作
人
は
各
種

の
径
役
弊
働
に
服
す
る
も
、
そ
の
小
作
地
の
牧
穫
分
配
に
閲
し
て
は
、
上
護
(
春
耽
)
は
之
を
地
主
に
納
め
、

下
獲
(
杭
肱
)
は
小
作
人

に
蹄
す
る
己
と
ミ
た
り
、
小
作
料
は
既
に
物
租
の
形
を
と
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
純
梓
の
力
租
で
は
左
い
。
た
w
h

此
等
の
場
合
に
は
力
組

の
時
四
痕
が
存
し
て
ゐ
る
も
の
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。

第

物

租

市リ

一
五
ふ
ま
で
も
な
〈
現
物
地
代
た
る
物
租
に
於
て
は
、
地
代
は
現
物
を
以
て
定
め
ら
れ
、
現
物
を
以
て
納
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

但
し
好
租
に
於
て
は
現
物
を
市
慣
に
よ
っ
て
換
算
し
、
金
銭
を
以
て
納
付
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
物
租
を
帯
租
、
分
租
、
定
租

及
び
折
租
に
分
ヲ
て
、
そ
れ
ん
¥
の
本
質
主
明
に
し
よ
う
。

-
、
需
租

帯
租
制
は
分
盆
小
作
制
の
最
も
幼
稚
在
る
も
の
で
、
地
主
の
隷
農
的
定
履
か
ら
幾
分
小
作
人
化
し
た
も
の
予
一
、
従

っ
て
こ
の
小
作
制
は
一
種
の
持
働
契
約
制
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
邸
ち
己
の
小
作
制
の
下
に
於
て
は
、
地
主
は
小
作
人
に
農

地
白
外
に
、
大
部
分
或
は
全
部
D
経
営
資
本
を
提
供
し
、
且
つ
自
ら
そ
の
粧
替
に
参
加
し
、
農
場
の
管
理
に
詣
る
も
の
で
あ
り
、
小

天野元之助氏、支部小作制度の肝究(豆)(東軍、昭和十年六月挽)ー買一四百
一九三三年中央肝究院世曾科串肝究所調査、北砿蓄羅鹿市小襲巷宅農戸所極
的「脚色田J(上掲、中岡経済年鑑一六七頁)



作
人
は
地
主
の
命
令
に
服
従
し
て
、
耕
作
勢
働

ι従
事
す
る
も
の
で
あ
る
。
共
の
一
普
通
農
業
持
働
者
と
具
在
る
と
と
る
は
、
そ
の
耕

作
持
働
が
一
定
の
小
作
地
白
上
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
a
へ
そ
の
弊
貨
が
牧
穫
の
一
定
割
合
を
以
て
奥
へ
ら
れ
る
と
と
で
あ
る
。
従

っ
て
共
の
外
相
聞
は
力
租
か
ら
物
租
陀
援
柑
押
す
る
過
渡
的
形
態
に
似
て
ゐ
る
司

こ
の
前
租
制
白
最
も
典
型
的
な
る
も
D

L

一
は
、
江
蘇
省
粛
鯨
及
び
銅
山
地
方
に
暗
む
さ
札
て
ゐ
る
「
ご
凡
分
租
」
で
あ
る
。
己
白
制
度
目
下
に
於
て
は

地
主
位
土
地
主
供
給
す
る
の
み
な
ら
ず
、
耕
畜
1

農
具
、
種
子
、
肥
料
等
白
生
産
手
段
を
も
供
給
す
る
。
小
作
人
(
賀
際
は
雇
農
と
も
一
耳
ふ
べ
き
も
白
で

も
あ
る
)
は
草
に
勢
』
を
出
ず
に
過
ぎ
な
い
。
牧
穫
期
に
於
て
ニ
凡
白
比
例
(
小
作
人
二
分
、
地
主
八
分
を
得
る
)
に
よ
っ
て
生
産
物
を
分
配
す
る
。
故
に

「
二
八
分
租
」
と
も
稗
す
る
。
往
々
に
し
て
三
七
の
比
例
で
八
百
配
す
あ
も
の
も
あ
る
。
こ
の
種
目
小
作
人
と
普
通
の
雇
農
と
巽
っ
て
ゐ
る
駄
は
、
向
こ
の
種

目
小
作
人
は
決
し
て
貨
幣
勢
賃
白
支
抑
を
う
け
ず
、
現
物
勢
賃
の
支
排
を
受
げ
る
こ

t
c
o
m
こ
白
・
小
作
人
の
受
け
る
勢
質
的
多
寡
は
、
収
穫
の
聞
耳
凶
に
よ

匂

っ
て
決
定
さ
れ
る
こ

ξ
。
仰
と
の
小
作
人
は
地
主
か
ら
会
事
を
供
給
さ
れ
ず
、
普
請
の
小
作
人
と
略
同
様
な
潤
立
の
生
活
を
な

F
と
&
等
に
あ
か
。
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右
表
に
一
不
す
如
く
帯
租
制
は
中
南
支
に
比
し
で
北
方
の
各
省
に
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。

一
般
に
と
の
制
度
は
向
ほ
自
然
絞
済
が

担
く
残
存
し
、

一
方
忙
於
て
粧
笹
資
本
主
へ
も
蓄
積
し
得
た
い
貧
困
た
る
小
作
人
が
仔
在

L
、
他
方
地
主
自
身
も
農
業
粧
品
百
一
彰
一
行
ひ

且
つ
入
手
に
不
足
を
感
歩
る
際
に
、
小
作
人
を
耕
地
位
鈎
着
せ
し
め
る
手
段
と
し
て
採
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
地
中
の
取

得
す
る
小
作
料
の
う
ち
に
は
、
土
地
に
割
ナ
る
地
代
の
外
に
、
貸
付
資
本
に
謝
す
る
高
利
も
含
ま
れ
、
勢
ぴ
小
作
料
は
高
率
た
ら
ぎ

る
を
得
在
い
。
併
し
と
の
小
作
制
も
貨
幣
経
済
が
農
村
に
浸
透
す
る
に
仲
ふ
て
次
第
に
衰
退
す
る
も
白
で
あ
ら
う
@

分
益
小
作
制
点
目
る
分
租
は
「
活
租
L
と
も
、
ま
存
「
分
牧
」
と
も
稀
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
小
作
人
が
地
主
か
ら
農
地
を

=
、
分
租

賃
借
す
る
に
際
し
て
、
小
作
料
は
之
官
定
額
を
以
て
確
定
せ
宇
、
農
産
物
の
牧
穫
時
に
室
っ
て
、

一
定
の
割
合
で
之
を
地
主
及
び
小

作
人
聞
に
分
配
す
る
小
作
制
で
あ
る
。
而
し
て
と
の
分
租
制
は
、
小
作
契
約
の
営
初
か
ら
、
牧
積
分
配
の
比
率
を
定
め
て
置
〈
も
の

と
然
ら
ざ
る
も
の
と
に
よ
っ
て
、
更
に
「
分
成
法
」
と
「
議
分
法
し
と
に
分
れ
る
。

先
づ
第
一
に
「
分
成
法
」
と
は
、
地
主
と
小
作
人
と
が
小
作
契
約
を
締
結
す
る
首
初
に
、
牧
穫
物
分
配
の
比
率
を
諌
め
確
定
し
て
置

く
も
の
で
、
己
の
分
配
す
る
封
象
物
は
、
収
穫
せ
る
穀
物
の
み
に
限
る
E
と
あ
り
、
ま
た
薬
品
T
秤
に
ま
で
之
を
及
ぼ
す
己
と
あ
り
、

ま
た
更
に
分
配
す
る
封
象
物
は
春
季
の
農
産
物
に
限
る
己
と
あ
り
、
ま
た
春
秋
二
季
の
農
産
物
に
も
之
を
及
ぼ
す
己
と
も
あ
る
。
と

の
一
牧
穫
物
分
配
の
比
率
に
至
つ
て
は
、
土
地
の
肥
帯
、
交
通
の
利
使
、
地
主
と
小
作
人
と
の
賦
税
負
擦
の
如
何
に
よ
っ
て
定
ま
る
以

外
に
、
地
主
が
小
作
人
に
農
地
の
外
に
種
子
や
耕
牛
や
肥
料
等
を
も
提
供
す
る
か
否
か
の
事
情
に
も
依
存
し
て
ゐ
可
制
。

分

曾 更
、)に
」と
tL 
分弓
れ分
る 成

ぜ法
的 」

宅は、
同i 一寸

者普
の 通
一寸 "、

重t
住吉
竪よ4
，，~ 手日

σ') ニ
ザ「

極主
」叫

に 佃
ぁ 懇
そ::> -::.-';:: 

式て T

は 之
凸

型員長
+ L 

』 主 と
4自白 ー寸

巨 共
小同
作小
地作
を 聖
徒 孔
".正}

子 分
る 車且
白 『
み 告

でfi'
E量語
業形
費式
本干
の 之

宜
郡
白
小
作
制
度

第
五
十
巻

宮存

続

四
九

九

22) 行政院農村復興委員舎、騎西省農村剖宜、ー豆七頁
23) 謝勤鍵、中関佃種制度之研究及其改革之劉策(中園経済、第一巻、第四五期

合刊)一五頁一一六頁



支
那
白
小
作
制
度

告書
五
十
春、

O 

第

甥

五
O

一
部
分
を
暫
時
貸
付
す
る
と
・
と
あ
胃

J

)

、

経
替
陀
は
参
加
せ
示
、
小
作
人
は
一
切
白
樫
管
費
本
及
び
全
部
の
責
任
を
負
携
し
、
自
由
忙
耕

作
を
行
っ
て
地
主
の
指
揮
を
受
け
な
い
。
た

y
普
通
白
小
作
農
と
異
た
る
慮
は
.
小
作
料
が
牧
穫
物
白
一
定
比
卒
を
以
て
規
定
さ
れ
、

従
っ
て
共
の
額
は
牧
穫
の
繋
凶

K
伴
っ
て
伸
縮
す
る
徐
地
の
あ
る
黙
に
あ
る
。
之
に
皮
し
、
後
者
の
「
共
同
小
作
形
式
の
分
租
L

に

あ
っ
て
は
、
地
主
は
小
作
地
を
提
供
し
、
小
作
人
は
耕
作
陀
従
事
し
、
↑
経
皆
資
本
は
饗
方
が
八
7
婚
し
、
綿
牧
径
は
一
定
の
比
率
で
之

を
分
配
す
る
も
の
で
あ
っ
亡
、
地
主
と
小
作
人
と
は
恰
も
共
同
出
資
の
農
事
粧
品
百
世
在
す
が
如
き
視
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

か
〈
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
後
者
の
分
租
事
例
は
多
く
は
左
い
。
左
に
各
省
に
於
け
る
此
白
雨
種
の
分
租
制
に
つ

き
、
収
穫
分
配
の
北
卒
、
地
主
及
び
小
作
人
の
提
供
物
件

E
示
さ
う
。

第
二
表

分

割

制

白

諸

事

例

河 河
省

南 24) ~h 

南 高皮党東 静 井 保
牒

罰}陽

陽 J主勝Z地F海地大同 直 定
得分地主

ま正 五 三四五五 '" 
O o 000  0河

車
普

玩d、 温

五 宜 七六五O 宜
f分号交白 4、

O O 000  0出 作

房 供す料及往，. 

提供件物地主白目土地タ以ト

形

屋 種子びを一宇E白E 

式

Zコ

分

犀を地主 稽ず」七大回骨に子 二芸巴日 備
租 |

悼せず櫛房はね 六回蔵塞「 と
考

と= 調す

穀柴 取地

得主
主王

分白
0%  

穀柴
車，)、

共

得究
五 同

種子0地土百

分の
ノI、

物崎主 f下

<D 
形

件提供
式宇

<D <D 

カ肥料耕畜

供件提物作人小白

量

及、 租

勢t}農具

備

考

叫) 中園粗憐年盟主上( 九三四年)(Gトコ頁一=四頁
25) 掲紫両、劉端生、南陽農村社骨調査報骨、六九頁
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支
那
白
小
作
制
度

第
五
十
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五

第

説

総 湖 1腕 貴 雲 庚

'" ザ F '"南
;t 
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M 事 i聴南省田北省 臨題臨 大 告南 .思

套
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新 撰按 定 I謀部 恩
各糊

第第第

- 午:年汁こ 一
三回三二一 五六五 五五三 主 五
00 000 000 0 0主 O O 

七一六 七ー凡一九 五回宜 五 五六 E 王
00 000 000 00七 O O 

柴柴

WJ ~U 

結宇品TE 

六

一一一一一一一一「
O 

四。
賀す子及玉地

v'四

資z外-
一一ι

業本費及勢力

v' 
農

す租地

徴牧を主牛は

却
ち
「
普
通
一
小
作
形
式
の
分
租
」
に
あ
っ
て
は
、
牧
穫
物
分
配
の
比
率
は
地
主
五
割
、
小
作
人
五
割
の
折
半
と
紅
れ
る
揚
八
日
が
最
も

多
く
、
地
主
四
割
、
小
作
人
六
割
の
揚
合
が
之
に
つ
ぐ
。
「
共
同
小
作
形
式
の
分
租
」
に
あ
っ
て
は
、
分
配
の
比
率
が
地
主
に
よ
り
有

利
と
た
っ
て
ゐ
る

ω
は
、
地
主
も
経
営
資
本
山
一
部
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
。

弐
忙
第
二
の
「
議
分
法
L

と
は
、
小
作
契
約
の
営
一
初
に
収
穫
物
分
配
白
比
率
を
明
訂
せ
切
で
お
年
穀
物
の
成
熟
季
に
、
地
主
と
小
作



人
と
が
立
品
開
の
上
、
立
毛
の
検
見
を
行
ひ
、
従
来
の
経
験
に
徴
し
て
作
柄
を
推
定
し
、
そ
の
暗
闇
想
牧
葉
よ
り
し
て
分
配
の
比
率
を
決

定
ず
る
も
白
で
あ
る
。
己
の
比
率
の
決
定
に
際
し
で
も
、
土
地
の
肥
靖
、
交
通

ω
使
否
、
地
主
及
び
小
作
人
閣
の
経
済
闘
係
等
が
参

川
副

酌
さ
れ
る
。
通
例
、
収
穫
後
地
主
は
人
を
派
し
て
小
作
人
か
ら
所
定
の
小
作
料
主
徴
牧
す
る
。

己
申
「
議
分
法
」
白
事
例
と
し
て
、
安
徽
省
蕪
糊
勝
で
は
、
毎
年
稲
作
の
成
熟
時
に
地
主
は
差
配
人
を
枠
っ
て
各
国
を
部
組
L
、
作
柄
の
県
固
に
よ
っ
で

話
、
、

.

.
 、

分
配
白
比
辛
を
上
中
下
の
尋
離
に
分
ち
一
、
牧
穫
後
小
作
料
を
柏
付
せ
L
品
る
。
地
主
の
取
得
分
は
迦
常
牧
穫
高
山
約
四
分
の
一
ぜ
る
る
。
同
南
省
光
山
田
耕

で
は
毎
年
の
耽
雄
期
に
小
作
人
は
酒
食
を
準
備
し
て
地
主
の
調
査
を
諦
ひ
、
同
者
立
曾
の
上
、
牧
穫
分
配
の
比
寧
を
協
定
す
島
。
そ
の
比
事
は
地
主
四
割

問

、

、

、

司

、

、

、

、

、

小
作
六
割
、
或
は
雨
者
折
宇
を
持
誼
と
す
。
常
地
で
は
之
を
「
看
楳
」
と
も
言
ふ
。
そ
の
他
、
江
蘇
省
の
崇
明
牒
字
句
特
膝
に
も
「
議
分
措
」
が
仔
ほ
れ
て
ゐ

る。
要
す
る
分
組
制
は
経
済
的
護
展
の
遅
れ
た
、
地
質
の
婿
痩
に
し
て
、
農
業
経
侍
も
粗
放
的
で
あ
り
、
且
つ
水
害
や
日
干
害
等
の
天
災

が
屡
々
起
る
地
方
に
し
て
、
従
っ
て
小
作
料
を
定
額
制
止
な

L
難
い
庭
に
多
〈
行
は
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
阜
地
(
畑
地
)
の
比
較
的

多
い
北
志
に
上
り
多
〈
普
及
し
て
ゐ
る
。

三
、
定
租

廿
取
に
物
租
の
種
と
し
て
掲
げ
る
定
租
に
あ
っ
て
は
、
小
作
料
は
小
作
契
約
上
、
米
安
そ
の
他
の
現
物
白
一
定
額

を
以
て
確
定
さ
れ
、
こ

D
現
物
を
以
て
納
付
す
る
小
作
制
で
あ
っ
て
、
通
常
「
穀
租
」
、
つ
包
租
L
、
或
は
「
定
額
租
」
と
呼
ば
れ
て
ゐ

る
。
そ
り
納
付
す
る
現
物
の
品
類
は
決
し
て
一
種
に
限
ら
十
、
小
作
地
の
生
産
品
或
は
副
産
同
聞
を
以
て
納
付
す
る
も
、
通
常
米
穀
を

間

以
て
そ
の
代
表
と
す
る
。
ま
た
春
秋
の
雨
季
に
納
付
す
る
も
の
あ
り
、
若
く
ぽ
何
れ
か
の
一
季
に
納
付
す
る
も
白
も
あ
る
。
そ
の
小

作
料
の
額
に
五
つ
て
は
、
土
地
の
肥
層
、
交
通
の
使
否
、
濯
概

ω
使
否
、
そ
の
他
一
毛
作
間
た
る
か
二
毛
作
固
た
る
か
等
の
事
情
に

上
つ

τも
、
地
方
的
に
著
し
く
異
っ
て
ゐ
る
。

氏
支
那
の
小
作
制
度

第
五
十
巻

第

臨

五

謝動鍵、前掲論文、一六頁
謝勤鍵、前掲論文、一八頁
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支
那
田
小
作
制
度

第
五
十
巻

第

量滋

四

五

回

こ
の
定
租
は
、
牧
穫
の
豊
凶
如
何
に
拘
ら
宇
、
毎
年
必
宇
一
定
額
の
現
物
を
納
付
す
べ
き
常
兎
制
と
、
不
作
凶
作
の
揚
合
に
は
減

敢
に
廃
じ
ア
一
定
の
減
免
を
た
ず
減
免
制
と
に
分
れ
る
。
前
者
は
所
謂
「
豊
年
不
加
、

歌
年
不
滅

L
E建
前
と
す
る
も
の
で
、

「
板
租
」
、
「
鍛
租
」
、
「
硬
租
」
ま
た
は
「
呆
租
」
と
も
い
ひ
、
後
者
た
る
減
免
租
(
暗
租
)
は
之
宮
「
摂
租
L
或
は
「
非
織
租
し
と
い
ふ
。
ま
た

地
方
に
よ
っ
て
は
凶
作
に
際
し
て
は
小
作
刺
の
納
付
期
限
を
延
期
す
る
慣
行
が
あ
る
。
之
を
「
接
交
」
と
い
ふ
。
陳
正
誤
氏
の
各
省

担

て
五
二
O
ケ
底
に
於
け
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
板
租
」
は
定
租
の
一

o
w
m
K
過
ぎ
左
い
か
ら
、
‘
定
租
制
の
大
部
分
の
も
の
に
あ
っ
て

は
、
減
免
の
慣
行
が
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。

地
主
が
小
作
料
を
減
免
す
る
に
際
し
て
は
、
種
々
の
方
法
が
あ
あ
。
向
第
一
一
は
地
主
が
小
作
人
の
一
滴
求
に
臆
ピ
て
小
作
地
に
世
い
て
械
克
額
を
定
め
る

も
の
で
、
江
蘇
省
昆
山
白
正
儀
で
行
は
れ
て
ゐ
る
方
法
が
之
で
あ
る
。
師
ち
農
作
物
の
牧
穫
が
不
作
で
あ
れ
ば
、
小
作
人
は
地
主
を
逝
へ
て
岡
地
の
検
見

を
諦
ひ
、
取
穫
の
幾
何
た
る
か
を
評
定
し
て
、
減
免
の
楳
準
ー
と
す
る
。
若

L
地
主
が
検
見
に
赴
か
な
い
&
告
は
、
小
作
人
は
刈
取
る
こ
と
を
得
な
い
。
蓋

ウ
ネ

ー
一
畝
で
も
刈
庇
れ
ば
、
小
作
人
は
小
作
料
の
杢
額
を
朝
一
付
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
タ
J

で
あ
る
。
点
M
L
る
事
情
に
遇
へ
ば
小
作
人
は
往
々
に
し
て
刈
取
ら
ず
、

問
、
弘
司
、
、
、

.

.
 
m制

農
作
物
は
駄
目
と
な
っ
て
、
小
作
料
も
本
納
付
さ
れ
な
い
。
庚
東
省
の
東
江
方
面
で
も
同
様
な
る
減
免
方
法
が
行
は
恥
て
ゐ
る
。

間
第
二
は
凶
作
の
際
に
地
方
の
骨
共
機
闘
が
小
作
料
。
減
菟
車
を
協
定
す
る
も
の
で
、
例
へ
ば
断
江
省
白
嘉
義
隅
酬
で
は
枇
季
?
収
穫
後
、
四
公
所
(
輔

善
堂
，
義
串
、
数
育
局
、
款
産
曾
)

U

F

滅
克
寧
を
協
定

L
、
を
た
断
西
一
帯
で
は
号
、
は
師
輔
の
建
設
機
闘
が
之
を
定
め
制
。

mw第
三
は
間
作
に
際

L
地
主
向
負
識
す
る
田
賦
が
減
量
さ
れ
る
場
合
に
は
、
地
主
は
小
作
料
を
も
誠
克
ず
る
も
の
で
、
例
へ
ば
江
蘇
省
昆
山
で
は
田
賦

ぽ
仰

が
ニ

O
芦
械
商
さ
れ
る
と
、
地
主
は
小
作
料
を
一
五
再
構
ず
る
。

U
 

叫
第
四
は
悼
免
を
な
ナ
場
合
に
限
り
定
租
を
分
租
と
な
す
方
法
で
、
例
へ
ば
断
江
省
砲
梯
豚
で
は
減
克
を
な
す
と
き
は
耽
穫
物
は
之
を
折
干
す
る
ー
を

問
、
、
、

h.‘.
.
.
 

叩

た
同
省
積
雲
師
で
は
抽
免
の
際
は
、
上
回
で
は
地
主
七
割
、
下
回
で
は
六
割
を
取
得
す
る
。
庚
東
省
の
東
江
方
面
で
も
誠
元
白
際
は
牧
、
穫
を
折
牛
す
る
。

、‘.‘.、
.
.
 、
... 
、.，

.

.
 、

.

.

.

.
 、
、
.
‘
‘
.
、

.

.
 、
.
.
.
 ‘
 .
.
.
 、
、
‘
.
、
、

向
第
五
は
回
作
に
際

L
一
地
方
自
大
地
主
が
減
措
額
を
決
定
す
れ
ば
‘
そ
れ
が
一
四
基
準
と
な
っ
て
他
白
小
地
主
も
之
に
倣
ふ
も
の
で
、
江
蘇
省
靖
江

官

は

墳

か

る

慣

行

が

る

り

、

之

を

「

坪

例

」

左

呼

ん

で

あ

あ

。

¥

之
を

.3 1 ) 晋啓l珂、江蘇昆山南沼安徴宿J聴農f同制度之比:V~及改良農佃問題之建議、南
京金陵大串農林護刊第三 f競(1.層利法編、中日唱材組持費料、九九頁)
陳E謀、中岡各省的地租、一回、四同頁
喬啓明、土掲諭丈、九九頁
上掲、中岡紐梼年擁(G)二三七頁

32) 

33) 
34) 



各
省
に
於
け
る
定
粗
削
の
小
作
料
に
つ
昔
、
そ
の
口
問
額
、
納
入
期
、
納
入
方
法
、
減
免
方
訟
を
左
に
表
示
し
よ
う
。

第

表

定

租

諾

事

制日

白

白: 腕 山 (11 河
省

<J)蘇 西
'"西 4])東 4~J. ヰb

崇海 高湿三 三陽遼 徳 定

明門 陵陽原 給村尚牒
膝 l

) 一 麻 県高

鍛 盤穀 ----------高zら豆責豪棉花 干
下中 t 下問 中土
同岡田 田 岡 ，J、

に三 地歩 ヰ

よ者 約 斤0"1 栗栗 栗
由三斤夫棉 f'f< 

つの石石石四 斗 四五 六 斤ロ斤ニ 花 料
てう一一望号 斗斗斗
現ち (包 ι .-

梁(又
の

晶触 っ
でけ 三 吉 ( 

斗、四J商はz了斗 斗手=正斗守 栗
U口日

納品るも 石) 
ヰ

額るの tま
泊f 事守

毎畝
あ -+-

梁(又オレ 七
ば 斤) 

ニ主5はヰ?2て1ヰ千 d芽、、ー--

七四寸

梁高工架花棉i 小

寸4

納
月

月日月
入

日

期

制入す宅へ居人ノ作I、し納て作小
納

付人 入
すが 題が

方る蓮
搬L地主

者撒 法
多 L ての

晴元夫提 際に甚だ 酌Lf凶'F 械
せ、

械克は凶きL 
ての 克 l

ず人
械免程度 方繭 免す

tこ 組 す作 す参を 法
も 佐》

備 l

考

支
那
白
・
小
仲
制
度

第
五
十
巻

五
五

静

観

五

天野元之朗氏、支部小作制度の研究(三)(東亜、昭利「年六月掛)ニー頁
荷唇明、前掲論文、九九頁
行政院農村復興委貝官、断江省農村調査、玉三頁
七掲、中園朝岡年世 (G)一八八頁
上掲、中園経il!f'f鑑(G)二三七頁
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江

l 子 iJ|-I -Ai -瓦一一 瓦一

断

支
那
白
小
作
制
度下中

岡田
アア
ララ

末末
口口

呉き
石石

一一葬ア葬アヨFア
ラララ省~

未来米三
口ロロロロロ品

三吾首国三喜
石石石石石石

一一一棉穿棉要事棉袋峠

...，cコー一一一ヨ五一ー ェコ
合会支圭史主語

l 斤石斤五斤五

?を一三雪I?哲一 言童
九五日同同り同 霜 l
、‘十執 降宰
f 六十十月の 後至

月月jI 月月一肱 後
も作宮i剥 但 (1) 撒( L大 入

品]、料合一 L;地すの小 納はて地
に涯をで胆g て主 倉作 付小徴主
改年徹二 1 徴が 庫人 す作牧は
むは牧季秋住人 へが 人す人
秋せに到すを棉地 討、を

一一一一一予三也)'091__--~一一主主 墾垂直一
i減る月は，)、叫 ず料ぜ田 -~調標臨時ぷふ白克大 (2) 
克 に翌作f乍 はら正t 佐緊査準の克 、地事地 延援
す 楠年料吋 るが ナ室のと准か 号主を主 期吏

足四のに| 五れ二 )責L荒否 刷出定が す(
ぜ五不時| 男ばの には、をか E?之め先 )納
L 、足川 を小出 之糧そ以は とに、づ 期
め六額るl 減作械 を帯のて官 呼倣他減 を

に主は分田 「一 一一一 ~J
折と、れ底 l 乙
宇永，)、て~ と

さ4叶乍ゐ同
れ作料る面
る人は主主

と業舎に

第

積

遇江

葬
{
春
季
)

豆
(
秋
季
)

第
五
十
巻

一
五
六

(1) 

書草米

第

擁

六

錫

(司

ア
ラ
未

四
斗
(
或
は
五
千
)

四
斗
(
或
は
五
千
)

斗石石

斗

上
田

中
田

下
回

陽
一
般
百
二
十
斤

l
二
百
斤

示
直
岡
田
(
底
百
合
一
)
毎
石
(
二
品
串
1
)

一
一
穀
五

O
O
納

最

高

百

一

人

四

O
O
納

普

通

ニ一一一
O
O
納

最

低

で

二

O
O
助

凶

年

山

ア
ラ
米

ア
ラ
未

ア
ラ
来

一・一
O
石

0
・九

O
石

0
・六

O
石

上掲、中国組枠特産(Gl=宜'a
上摘、中岡艇済年鑑(G)二宜頁一三五頁
中園紐祷年銑(中)(民瑚三十四年鱒編)(G)六五頁
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連 各湘 各省 麻遁圭 茸宜新 阜 蕪

江 勝中 軍需北 域行省 陵黄建 腸 湖

ド中上(空 穀 ζ r老、 戸新、 穀穀 i 量豊 (2) (1) 租

鼻持好 一 石 一 柿一瓦葬一豆穿
米
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F又

雑穀毎殻
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七穀
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石 、十
斗 司ー

zfE 
一石斗l石l 八石
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あ 乃
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嬬米を

五
分
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法
る を

占

む

，祖唖十|早七租| 又岡

は

同
末人ナ月末小f月乍

搬納入す作人へ小は徴大牧す、地主Fは白I、
-牧せ袖)小『E地主了牧ナ一「地主十五1) 

人
治C

蓮
が地湯治 搬
蓮主ら

減地検見

る時間5ドむし一畑之をI脚A内貯属ー岨位日ι限の7さ

兎主 -'、な
<D ずは

誠克オてさLI地主ばら亡若4穫王Lk手時克長にも? 上柿免
検見

CD 

ナ 上

下中上毎( 
首五小ここ老四新

田田田斗
るO作目十時石坪

二-土"Iiムy、回 大。料牧は一八.主石|牧の田 六石l 円回
五ooIff牧
000量 出量石十量 枚量
斤斤斤 にのの石は は

支
那
白
小
作
制
度

第
卓
十
巻

五
七

第

続
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支
那
自
小
作
制
度

第
五
十
巻

第

鶴

五
J、

月、

雲 庸 厨

'"商 QL同-- ." 東

曲il!J: 博 栴各南 通£

漢 江 白 康勝路 春

J 

(晩 (皐 ( 夏冬雨

下

下中上車(空重 田中上
穀 穀 回国岡 岡田

地
ー 教穀穀巴

岡田苧
主穀穀~~回

ヰi斗五 ) 

作小 一一 = 一一 一 一 穀戯輯

八千八 人間 O 二四三
斗斗 石-;-一石i 石 石 石 に斤O 斤O 

七(年 云( 
五五三百

一二" 三三 ヰ 斗 ヰ 宇折
石 石石)尋) 

ゴ(金 ナ

年) 

各夏夏事
月

柚季納季 雨

r"J 
季納分

舗禁普請入免
せせ

し f
品

る高

牧
下中上最
岡田国
一四六
00四

件内斤000 
斤斤

定
租
制
の
小
作
料
が
耽
穫
高
の
幾
割
に
困
っ
て
ゐ
る
品
は
充
分
明
瞭
で
な
い
が
、
第
三
車
に
よ
れ
ば
湖
南
省
の
省
北
各
牒
の
諮
問
で
は
約
五

ovp、
同

省
一
畑
中
白
各
麻
で
は
五

O
乃
豆
大

O
ぞ
繭
建
省
白
蓮
江
で
は
約
四
五
区
、
同
省
町
、
幸
容
で
は
五

O
到
に
由
っ
て
ゐ
る
。
陳
一
止
諜
民
の
調
引
き
刷
、
と
の

物
租
事
は
一
季
納
入
者
(
各
省
一
一

z
一
二
九
人
目
平
均
)
で
は
四
一
了
五
月
、
各
季
納
入
者
(
二
、
七
八
四
人
白
平
均
)
四
六
・
九
百
と
な
っ
て
ゐ
る
。

倫
ほ
此
の
物
租
制
に
は
、
小
作
料
白
丹
に
、
甑
川
町
の
徴
収
(
租
外
苛
求
)
と

L
て
地
主
に
、

mw
米
国
如
き
主
要
産
物
を
提
供
す
否
も
の
、
間
農
療
の
削
産

制

物
た
る
雌
菜
、
柴
車
、
難
、
豚
撃
を
提
供
す
る
も
の
、
助
金
銭
を
提
供
す
あ
も
の
、
川
明
地
主
に
饗
躍
を
な
す
る
も
の
、
向
努
力
を
提
供
す
る
も
の
等
が
あ

る
か
ら
、
小
作
人
の
負
摘
が
一
厨
過
重
と
な
る
。

併
し
こ
の
定
租
制
は
分
租
制
に
比
し
て
、
牧
穫
の
比
較
的
安
定
し
た
る
、
農
業
経
替
の
よ
り
集
約
的
在
る
地
方
に
慣
行
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
稲
作
の
行
は
れ
て
ゐ
る
中
、
南
支
に
よ
り
多
く
普
及
し
て
ゐ
る
。

回
、
折
租

折
租
制
と
は
共
の
小
作
料
額
は
一
定
額
の
現
物
聖
以
て
、
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
小
作
料
在
地
主
へ
納
入
の

陣正謀、前掲害ーλ 頁、巨凡頁
との額タトの徴牧は、ノj、租、手槙費、地銭、柴草、租難、租飯、安積錆等四名
稽を持つ、中国組博句瞳中(民闘二十四年績嗣)(G)プマO頁、謝助鍵、前掲論
文、三五頁、三六頁
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際
、
之
を
代
金
に
換
算
し
て
金
銭
を
以
て
納
入
す
る
と
と
る
の
代
金
納
制
で
あ
る
o

折
和
忙
主
っ
て
納
入
さ
れ
る
貨
幣
額
は
、
納
入

時
に
於
け
る
現
物
の
市
場
慣
絡
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
か
〈
小
作
料
金
額
が
時
々
の
市
場
債
格
忙
よ
っ
て
費
動
す
る
か
ら
、
地
主

は
往
々
に
し
て
自
己
に
有
利
な
す
勺

J

に
、
換
算
納
入
の
時
期
を
自
己
主
品
士
山
通
り
に
決
定
す
る
こ
'
ど
も
あ
恥
。

現
在
の
文
郊
で
慣
行
さ
れ
て
ゐ
る
折
租
制
に
は
、
そ
の
本
質
上
一
品
別
す
べ
き
友
の
一
」
つ
の
型
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
は
物
納
地

4

(
物
租
)
か
ら
貨
幣
地
代
(
銭
租
)
に
特
化
す
る
過
渡
的
形
態
を
た
す
-
も
の
で
あ
る
。
己
白
磁
の
折
祖
は
、
上
海
の
如
き
大
都
市
近
郊
の

閑
誕
地
帯
昔
、
事
ら
銭
租
が
行
は
れ
て
ゐ
る
聞
に
介
在
し
て
、
有
在
ず
る
も
の
で
あ
っ
口
、
物
租
k
り
銭
租
に
至
る
過
渡
的
形
態
を

在
す
も
の
で
あ
る

o
t海
市
似
農
撤
租
暫
行
規
則
で
は
こ
の
穂
の
折
租
小
作
農
を
保
護
ナ
る
た
め
に
、
第
九
僚
に
「
鰍
租
以
常
年
常

地
之
生
産
物
鴻
限
、
加
制
業
間
訂
有
給
付
銭
租
者
、
則
共
俊
敏
首
興
昨
崎
撤
之
生
産
物
債
格
相
官
。
共
畑
山
格
、
依
約
定
紋
納
時
、
首
地
市

依
之
最
高
最
低
平
均
致
時
胸
批
判
」
と
規
定
し
て
、
現
物
小
作
料
を
代
金
に
換
算
す
る
忙
は
、
地
主
・
小
作
人
の
輔
見
方
に
公
正
た
る
や
う

に
、
小
作
料
納
入
期
K
於
け
る
よ
海
市
の
最
高
最
低
の
平
均
債
格
に
よ
る
べ
き
己
と
白
為
し
て
ゐ
る
が
、
往
々
に
し
て
地
主
は
自
己
に

都
合
白
よ
い
や
う
に
折
算
の
時
期
に
選
噛
止
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
も
あ
石
。
ま
た
斯
か
る
過
渡
的
形
態
と
し
て
の
折
租
は
成
東
省
に
於

け
る
農
業
生
産
の
商
品
生
産
化
さ
れ
た
地
方
に
も
見
出
さ
れ
ら

折
租
の
第
二
の
型
は
、
必
宇
し
も
物
租
よ
り
銭
租
に
至
る
湿
渡
的
形
態
と
は
認
め
難
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
蘇
省
の
昆
山
で

憤
行
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
、

「
若
し
小
作
契
約
の
一
言
葉
白
意
義
よ
り
見
れ
ぽ
、
完
全
に
納
粗
穀
法
で
あ
る
が
‘
た
N
h

寅
際
に
つ
い
て

言
べ
ば
、
地
主
は
多
く
貨
幣
納
及
び
米
納
の
雨
方
訟
を
任
意
に
撰
揮
す
る
も
の
で
あ
り
、
米
慣
が
騰
貴
す
れ
ば
貨
幣
を
以
て
支
排
ふ

こ
と
を
要
求
し
‘
米
僚
が
下
落
す
れ
ば
米
を
要
求
す
る
。
貨
幣
を
以
て
小
作
料
を
納
入
せ
し
め
る
場
合
に
は
、
地
主
は
討
畝
白
小
作

支
那
白
小
作
制
度

第
五
十
巻

五
九

第

銃

ノμ

A
・

5
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6
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9
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n
 

h
 

c
 

n
 

一
一
一
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叫

四
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回
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d
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f
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一
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一一一
d

b

J

叩

臨

副

ト
上

L

ω紘
一
且
唱
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七
島
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支
那
の
小
作
制
度

傍
五
十
巻

ノ、
O 

第

擁

O 

料
を
高
騰
せ
る
市
慣
に
換
算
し
で
、
貨
幣
を
以
て
納
入
す
る
こ
と
を
小
作
人
に
強
要
す
る
。
か
、
る
情
況
は
全
燃
の
百
分
一
の
七
了
八

%
を
占
め
、
納
租
殺
法
を
行
ふ
も
の
は
二
八
・
二
%
に
過
ぎ
左
い
剖
」
山
a
A

る
折
租
慣
行
は
一
種
の
制
度
化
せ
る
も
の
で
、
従
っ
て
必

や
し
も
物
和
よ
り
銭
租
忙
至
る
過
渡
的
形
態
と
は
見
る
を
得
た
い
。
支
那
の
各
地
忙
は
、
と
の
種
目
折
租
が
多
い
ゃ
う
で
あ
る
。

左
に
支
却
の
各
省
で
慣
行
さ
れ
て
ゐ
る
折
租
に
つ
き
、
換
算
債
格
、
換
算
期
、
納
入
期
、
手
続
等
を
示
さ
う
。

河

北

江
省

蘇

第
四
衰

例
回)

折

詩

事

租

白

理系

米米 r ー'-----ず地
を慣 (3) (町但) 主
以晶 米未来白
て:m寄<冒

初子 凡七七注
入れ ヰ斗斗に
すば 、八回よ

代 七升升つ
金元、、て

を に六六某
以 換元元時
て 算八六甲

角角市
米 にに慣
傾 換換に
低 穿算問
廉 L
な て
れ換
ば算

一一工玩ー 〈画一一言言王言語lii日一萩一一一一
て牧 は主 限限限は今汁白
換穫執が 地存什耽
算殺 の決 主同什穫
市壮定 目 、 | 後

債穫す 決そ
に後、 定。

--A多 ナ遅
品の特磐噛三二ーで翌年に耽換
る徴設 が棋限限限 年末歪穫算
肱L.i且初十十月棋 のまあよ期
にて租害月月一耽 請で りに
常小委の二十日よ 明 冬同
ら作員頃 f日り 筒 至ピ
Lキトを臥日 十支 出

~-- -t!-蚕ーでご画一一一一一ーーナ「 一一二:--1
LI聴 納主 干

品へ 入白 l 
る納 す倉
入庫

ゐ十祈
る内租
タトは
を百
占分
品白

て=

時
間
に
照
し
て
換
算
ナ

三三三二'c，，~L_1 iI! 
以換但が4、調
て算L納作査
制 L穀融農九
入てを E中十
ナ現納規、ニ

金品定二戸

主工:t..E.:?

算

格

換

算

納

期

傭

換

償

期

入

"" 

定

腺

七
l
A
元
(
一
九
二
九
年
)

上

海

馬

橋

昆

山

無

錫

考

喬唇明、前掲論文、九一頁
上掲、中岡紹静毎年鑑(G)四O頁一四三頁
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50) 
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人f集控金，~5c

首
債に 時倒 f時貨 元凡今三

換納入算てし苓砦牧主はE はてのに，~ 比に
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慰慣 L 問

服霊 i 代

て L
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L 
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よ 方ミ
マご イ る 議協
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D にすか るを上
勝 'J、で 枇 げ

フ)じ
L 

す
貴ナ作料 ぃな

せるす てと
る f こ、の

庸中す
と る の か 、 と甚だ指
e 科を判牧 L 、 多あ定 に2

あ
市債をり つに散 は きょ

) 

て行 ;官 現 につ
換かに 金至て 以

冬 地』 (年2) (初1) 
季 主

最語去 Q> 

者定旨 末 冬
サ』
多 tて
位、 よ

ミる

/p-l 選 ら年同
〈

)抱越をL末( 年

" 百L
6F てま
内 はで

な、

地
へ搬地主主

へ 入白
搬 f}主昔
入

』 可ゐてる用方法ゐると船地主好んも現在で出は、多行も〈従端は山

ili' 

にあるi来噌加z 高劇

る
t主同 普 の
オ'-，三こ 及 f頃

なでーた最 ず 向

支
那
白
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作
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倍
五
十
晶
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支
那
白
小
作
制
度

第
五
十
巻

アョ

第

鵠

い
日
山
崎
川
噂
閣
官
貯
金
銭
斗
一

一四百一一一一一一一一
L
i
t
-」

い

白

ト

ト

一

関 四

，~~-，-， ト一一
地

視控

厩I~'-"--
L換へに

め算ば L
るし明て

ヱ丞盟

庚

第
四

銭

租

制

汁
地
に
銭
租
制
と
百
ふ
の
は
、
小
作
料
が
一
定
額
の
貨
幣
を
以
て
定
め
ら
れ
、
貨
幣
を
以
て
納
入
さ
れ
る
小
作
制
に
し
て
、
邸
ち
定

額
銭
租
制
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
定
額
物
租
制
の
輔
化
し
た
も
白
で
あ
る
。
と
の
定
額
物
租
が
銭
租
に
帯
化
す
る
前
提
と
し
て
は

農
村
の
自
然
粧
済
が
破
れ
て
貨
幣
経
済
が
之
に
代
り
、
農
村
が
市
場
開
係
忙
級
込
ま
れ
、
農
業
生
保
白
憶
も
商
品
生
産
化
す
る
と
と

を
必
要
と
す
る
。
け
れ
ど
も
此
の
場
合
、
小
作
印
税
替
が
純
企
業
小
作
制
の
如
〈
、
企
業
化
L
友
い
限
り
、
た
と
へ
定
額
物
租
が
銭
租

化
し
た
と
し
て
も
、
之
を
以
て
直
ち
に
資
本
主
義
的
地
代
が
成
立
し
た
も
白
と
解
す
る
を
得
た
い
。
蓋
し
定
観
物
租
の
軍
に
特
化
し

た
に
遁
ぎ
な
い
銭
組
は
、
決
し
て
平
均
利
潤
以
上
に
出
る
超
過
利
潤
部
分
で
は
た
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
斯
か
る
銭
租
の
う
ち
に

は
、
理
論
上
の
地
代
の
み
た
ら
や
、
小
作
人
の
利
潤
、
及
び
時
と
し
で
は
そ
の
努
貨
の
一
部
分
を
も
包
括
す
る
己
と
も
あ
り
得
る
。

小
作
姪
替
が
充
分
陀
企
業
化
し
て
ゐ
危
い
現
代
の
支
那
で
見
る
と
E
λ

の
銭
租
は
、
正
に
草
た
る
物
租
白
鞘
化
物
に
過
ぎ
な
い
も
の



で
あ
る
。
支
郊
に
於
け
る
銭
租
の
地
方
的
普
及
欣
況
に
閲
し
て
は
、
詳
細
在
る
資
料
は
た
い
が
、
中
央
農
業
試
験
所
の
民
国
二
十
=
一

年
の
調
査
で
は
、
小
作
制
の
う
ち
穀
租
が
最
も
多
く
鳩
教
の
五
一
%
を
占
め
、
分
租
が
之
に
次
い
で
二
八
%
を
占
め
、
銭
租
は
最
も

ゆ
た
〈
一
二
%
と
た
っ
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
銭
租
は
如
何
た
る
地
域
に
最
も
多
〈
普
及
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。

光
づ
第
一
民
銭
租
は
貨
幣
経
済
が
普
及
し
、
農
業
が
商
品
生
産
化
喜
れ
た
と
己
ろ
、
剖
ち
桑
閥
、
棉
問
、
茶
闘
、
煙
車
畑
、
疏
茶

畑
及
び
果
樹
閏
等
白
地
帯
に
之
を
多
〈
見
る
の
は
首
然
で
あ
る
。

例
へ
ば
関
東
省
帯
同
際
的
凶
ケ
村
で
未
だ
け
植
什
け
ら
れ
て
ゐ
る
底
で
は
、
穀
租
が
鋳
租
を
凌
駕
し
て
ゐ
あ
が
、
棉
花
、
果
賞
、
落
花
生
及
び
舟
菜
の

陪

釦
き
商
品
化
作
抽
出
栽
地
さ
れ
て
ゐ
る
他
円
四
ケ
村
で
は
、
小
作
面
積
回
九
六
月
に
撃
で
銭
租
が
行
は
お
い
て
ゐ
る
が
如
き
嗣
著
な
る
一
例
で
あ
る
。

ま
た
上
海
巾
白
近
郊
は
既
に
岡
讃
地
帯
を
形
成
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
地
帯
t
同
市
枇
曾
局
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
調
査
で
は
、
調
査
農
家
百
四
十
戸
の
う

関

ち
九
四
・
玉
鮮
に
ま
で
銭
砲
が
普
及
し
て
ゐ
る
。

第
二
陀
官
地
、
旗
地
の
如
き
政
府
又
は
公
家
白
地
産
、
そ
の
他
風
下
回
、
祭
問
、
寺
期
間
、
制
問
等
の
如
き
地
方
の
公
産
或
は
氏
族

の
族
産
に
も
銭
租
が
一
般
に
普
及
し
て
ゐ
る
。
モ
れ
は
此
の
穫
の
特
殊
在
る
土
地
所
宿
形
態
と
し
て
は
、
私
右
地
の
個
人
白
地
主
ム
」

• 異
っ
て
、
鏡
租
と
し
て
貨
幣
を
以
て
納
入
さ
れ
る
方
が
穀
租
よ
り
も
取
扱
上
使
・
一
且
だ
か
ら
で
あ
る
。

例
へ
ば
骨
北
省
L
r
p
一
帯
の
官
回
や
八
古
田
に
は
錆
租
が
多
〈
見
ら
れ
る
。
主
た
河
内
省
高
恥
で
は
幸
四
掛
白
串
聞
が
骨
鋳
租
制
に
よ
ワ
て
ゐ
る
G

更
に
酔

江
省
各
地
の
串
岡
、
祭
問
、
品
耳
目
及
び
寺
田
町
如
き
公
共
租
田
も
錆
租
を
も
っ
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
。
と
れ
、
h

の
公
共
租
悶
は
土
豪
劣
紳
が
也
佃
(
請
負

出

小
作
)
L
て
納
金
制
を
・
と
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
に
各
省
の
典
回
や
舘
岡
の
如
き
揖
保
地
に
も
銭
組
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
ほ
か
江
蘇
省
埼
江
の
「
自
費
留
種
田
L

同
省
無
錫

の
「
花
賞
租
」
、
斯
江
省
義
烏
白
「
絶
賛
留
種
田
」
の
如
き
永
小
作
地
に
も
銭
租
が
慣
行
さ
れ
て
ゐ

h
o

支
那
白
・
小
作
制
度

第
五
十
巻

六

静

雄

中国経済斗鑑上(凶民二一『五年第三編)(G)二七頁
Chen Han.Seng， op.cit.， p.55 
上掲、上梅之農業、 -0四頁
謝助鍵、上掲論文、ニニ頁、ー一三頁
中岡総梼年骨~--\--九豆四年) (G)五一頁

51) 
52) 
53) 
54) 
55) 



支
部
の
小
作
制
度

第
五
十
巻

察

捜

一
六
四

四

左
に
支
那
各
地
で
慣
行
さ
れ
て
ゐ
る
銭
租
に
つ
昔
、
小
作
料
額
、
牧
納
期
及
び
牧
納
方
法
、
誠
亮
十
刀
法
等
を
表
示
し
よ
う
。

第
五
表

1111節)

鋳

租

諾

事

の

江 河 山 山 何
省
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困
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ぴ
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法
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後 ず

械克U地主は '" 世
さPこ 克
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一 90を6新郷で 来棉，!<従前は
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00。元00普遇地 キt士 備
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支
那
の
小
作
制
度

第
五
十
巻

六
六

停

焼

~ 
r、

一

ぜ

阻

一

ι

厄
は
は
い
い
は

こ
由
貿
幣
小
作
料
た
る
鈍
覗
が
小
作
地
白
糖
壮
錠
申
占
品
る
比
辛
に
慨
し
て
、
之
を
知
る
べ
き
費
料
が
な
い
。
設
租
の
地
債
に
劃
す
あ
比
唱
は
錨
租
串

と
し
て
調
査
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
参
考
の
た
品
之
を
左
に
掲
げ
る
。

各
省
白
鶴
租
事
(
積
子
、
肥
料
、
耕
寄
越
せ
ば
小
作
人
が
自
備
す
)

f言

元

畑地÷
 

嗣融

支
部
各
省
に
世
け
る
鍵
租
は
物
租
目
撃
な
る
輔
化
物
半

に
過
ぎ
な
い
閥
樺
上
、
小
作
料
も
高
事
で
あ
る
か
ら
、
制
叫

従
っ
て
銭
租
事
も
勢
ひ
高
車
ー
た
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。
か
却

、
る
形
態
白
銭
租
が
克
に
費
本
主
義
的
地
代
に
特
化
ナ
札

る
に
は
、
支
那
の
一
般
世
舎
に
資
本
主
義
的
生
産
が
凌
・
バ

遣
し
、
農
村
に
於
り
る
封
建
的
関
係
が
解
消
し
、
賦
税
闘
停
も
近
代
化
し
、
企
業
的
小
作
担
替
の
出
現
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら
う
。
一
胤

一一h
す

j
出

口
頃一一U

車
問

掲

x
上

)
、金

諜
政

正
作

陣
小

第
穴
衰

作J ヰb
9タ68 

山東 7.0 

山西 10.6 

隣同 15.0 

M 南 10，9 

江 蘇 9.7 

断 江 9.6 

打 i"事 11.8 

繭 建 11.1 

柿~ <0 12.1'l 

醐 南 12.5 

安 徽 10.4 

p_~ JII 12.6 

腐東 10.6

賀 商 10.5

雲 南 10.9 

貴州 10.3 

甘辛青 9.8 

務 総 11.7 

第

五

結

言

以
上
陀
よ
っ
て
支
郡
の
一
小
作
制
度
に
つ
き
、
地
代
形
態
よ
り
.
之
主
力
組
、
物
租
、
銭
租
に
分
っ
て
、
そ
れ

A
¥の
本
質
に
つ
い

て
概
説
し
た
。
同
ビ
小
作
形
態
で
も
支
郊
の
各
地
に
よ
っ
て
、
幾
分
臭
っ
て
居
る
も
の
で
あ
る
が
、
を
れ
ら
の
差
異
を
定
分
明
に
し

且
つ
共
白
本
質
位
に
展
開
傾
向
を
閲
明
す
る
た
め
に
は
更
に
各
地
の
盟
富
な
る
資
料
を
蒐
集
し
託
け
れ
ば
た
ち
一
泣
い
。
既
に
後
去
さ

れ
た
支
那
白
諸
資
料
は
我
々
の
こ
の
要
求
を
決
し
て
充
分
に
充
た
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
山
川
ほ
支
那
の
小
作
制
度
に
闘
し
て

は
、
そ
の
小
作
契
約
、
押
租
銭
(
政
金
)
、
預
租
(
前
納
て
永
佃
制
度
(
永
小
作
)
、
小
作
上
の
中
間
階
級
‘

租
外
の
苛
求
等
に
つ
い
て
論

寸
べ
き
で
あ
る
が
、
此
等
の
黙
に
つ
い
て
は
之
を
他
日
の
機
舎
に
譲
る
と
と

h
す
る
。

58) 




